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富山市立奥田北小学校  
    保健室 第１号                              

  

保健だよりでは、健康に関する情報を提供し、毎日心身共に健康に過ごせるように、保

護者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。お子様の健康について心配なことがあ

りましたら、気軽に保健室を訪ねてください。 

◇ 定期健康診断（１学期）の予定 ◇ 

月／日 曜 時 間 検査内容 対象者 留意事項 

４／ ８ 金 ２～３限 

身体測定 

３、４年 半袖体育服持参 

４／１１ 月 ２～３限 ５、６年 

４／１２ 火 ２～４限 特、１、２年 

４／１３ 水 ２～３限 

視力検査 

５、６年 眼鏡を使用している

人は、忘れずに持参 ４／１４ 木 ２～３限 ３、４年 

４／１５ 金 ２～４限 特、１、２年 

４／１９ 火 ２～５限 

聴力検査 

１、２年 耳垢をとってくる 

４／２０ 水 ２～６限 ３、４年 

４／２１ 木 ２～６限 特、５、６年 

４／１５ 金 
13:30～ 眼科検診 

特、上学年 
 

４／２２ 金 下学年 

５／ ９ 月 
12:45～ 内科検診 

特、１、３、５年 半袖体育服持参 

５／１０ 火 ２、４、６年 

５／２６ 木 
13:30～ 耳鼻科検診 

特、１、３、５年  

６／ ９ 木 ２、４、６年 

５／２７ 金 

９:30～ 歯科検診 

特、３、４年 歯をみがいてくる 

６／ ３ 金 １、２年 

６／１０ 金 ５、６年 

６／１４ 火  尿検査１次 全学年 朝提出 

６／２８ 火  尿検査２次 ２次検査対象者及び１次未提出者 

６／２９ 水  ２次予備日 前日未提出者 

◇ 新型コロナウイルス感染症予防対策についてのお願い ◇ 

☆ 免疫力を高めるために、「十分な睡眠」「バランスのよい食事」など規則正しい生活を

心がけてください。 

☆ 登校前の検温と記録、健康観察をお願いします。発熱、咳や鼻水等の風邪の症状があ

る場合は、登校を控え、自宅で休養するようお願いします。こうした場合は、欠席では

なく、「出席停止」とします。 

☆ 登校後に発熱等の症状がみられた場合は、早退となります。できる限り早く迎えに来

ていただくようご協力ください。 

☆ 学校ではマスクを着用します。予備として数枚、ランドセルに入れておいてください。 



◇ 「災害共済給付制度」のお知らせ ◇ 

  学校の管理下でお子様がけがをされた場合に、独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー法に基づき、給付が受けられます。加入手続きは 1 年ごとに富山市教育委員会で行い

ますが、入学時及び転入時に保護者の方の「加入同意書」が必要です。なお、この同意

書は特別に申出がない限り、卒業まで継続させていただきますのでご了承ください。 

負担金（掛け金） 申請基準医療費 
（治療が完了するまでに医療機関等に

支払った医療費。薬局支払い分も含む） 
保護者等負担額 

富山市教育委員会 
負担額 

４６０円 ４７５円 １，５００円以上 

 ☆ 保護者負担金の４６０円は、定期集金の中から支払わせていただきます。 
 ☆ 授業中、課外学習、休憩時間や登下校での災害が対象になります。給付請求の手続 

きは学校が行います。お子様が学校管理下でけがをされた場合は、学級担任までお知 
らせください。必要な書類をお渡しします。（ただし、交通事故の場合は対象にならな 
いことがあります。） 

☆ 富山市の公費医療制度との重複給付は受けられません。富山市の条例により、セン 
ターの災害共済給付制度を優先してください。 

◇ 学校で予防すべき感染症の対応について ◇ 

  お子様が以下のような病気になった場合、お子様の病気の早期回復と他のお子様への

感染を予防するため、出席停止（欠席扱いにはなりません）になります。この場合、医

師の指示する期間、自宅療養となります。なお、インフルエンザの場合は、「インフルエ

ンザ治ゆ報告書」を保護者が記入し、再登校の際、担任に提出してください。インフル

エンザ以外の学校で予防すべき感染症については、「出席停止の連絡票（登校許可証明

書）」を医師に記入していただく必要があります。なお、新型コロナウイルス感染症にか

かった場合は、保健所の指示に従ってください。その場合「出席停止の連絡票（登校許

可証明書）」の提出の必要はありません。「インフルエンザ治ゆ報告書」及び「出席停止

の連絡票（登校許可証明書）」は学校に備えてありますが、本校のホームページからもダ

ウンロードできますので、ご利用ください。 

 

出席停止にならない病気 
（学校で通常みられないような重大な流行がおこった場合にのみ出席停止になる。）  
※ 出席停止にならない場合でも、受診し、登校が可能な体調になってから登校してくだ

さい。 
・感染性胃腸炎 ・マイコプラズマ感染症 ・溶連菌感染症 ・単純ヘルペスウイルス感染症  

・伝染性紅斑（りんご病） ・手足口病 ・RS ウイルス感染症 ・EB ウイルス感染症  

・伝染性膿痂疹（とびひ） ・伝染性軟属腫（水いぼ） ・帯状疱疹 ・ヘルパンギーナ  

・アタマジラミ症 等 

出席停止になる病気 

・新型コロナウイルス感染症 ・インフルエンザ ・百日咳 ・麻しん（はしか） ・風しん  

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） ・水痘（水ぼうそう） ・流行性角結膜炎  ・結核 

・咽頭結膜熱（プール熱） ・髄膜炎菌性髄膜炎 ・コレラ ・細菌性赤痢  

・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス ・急性出血性結膜炎 



 


